
認可保育園みその春風 重要事項説明書 

 

 

１ 施設運営者 

名 称 社会福祉法人春風の村 

所 在 地 さいたま市緑区大字南部領辻字円城寺 407９ 

電 話 番 号 ０４８－７９９－２２０７ 

代 表 者 氏 名 理事長 筒野 春子 

 

 

２ 施設の目的及び運営の方針 

施 設 の 目 的 

保育を必要とする子どもが「安全に、安心して過ごせる環

境」と、「学び、成長する機会」を提供することで子どもの

心身の健やかな成長を支え、子どもが「より良い未来」を

実現できるよう支援することを目的とする。 

運 営 方 針 

当園は、質の高い保育・教育を提供することに当り、次の 

方針を定め努めるものとする。 

１、当園は児童一人ひとりを大切にし、温かい養護の行き届

いた快適な環境を保障する。                            

２、当園は児童が中心となり、同年齢また異年齢の対話から

なる協同的な活動を通して、豊かな感性や創造性を育成する。 

３、当園は保護者との連携を密にし、安心し信頼される透明

性のある運営を行う。                                         

４、当園は保育者が研究心や向上心をもち、児童の発達・成

長を支援できる実践力と専門性を兼ね備えるよう園内外の研

修に参加させる。 

５、当園は地域との結びつきを重視した運営を行い、様々な

社会資源との連携を図りながら子育て支援を行う。 

６、当園は合同会社春のソーシャルキッズが経営する姉妹園

の春風保育園とともに、保育内容・保育士研修・教材研究等

を共有し、1 歳から 5 歳までの一貫した保育・教育の充実を

図る。 

７、当園は、利用する児童の人権、虐待の防止、個人情報保

護に対し、必要な体制の整備を行うと共に、職員に研修を実

施する等の措置を講ずるよう努める 

 



３ 提供する保育の内容 

名 称 認可保育園みその春風 

所 在 地 さいたま市緑区大字南部領辻字円城寺 407９ 

電 話 番 号 ０４８－７９９－２２０７ 

認 可 年 月 日 令和７年３月３１日 

施 設 長 氏 名 筒野 春子 

職 員 数 ２４人 

取扱う保育事業の種類 月極保育 

 

 

４ 保育の提供を行う日及び時間・提供を行わない日 

開 所 日 月曜日から土曜日まで 

開 所 時 間 
月曜日から金曜日 ７時００分から１９時００分まで 

土曜日 ７時００分から１８時００分まで 

標 準 時 間 

７時００分から１８時００分まで 

延長保育は月曜日から金曜日 

１８時００分から１９時００分まで 

短 時 間 

月曜日から土曜日 ８時３０分から１６時３０分まで 

月曜日から土曜日 ８時３０分から１６時３０分 

以外の時間は延長保育扱いとなります。 

休 園 日 
日曜日・祝日・振替休日・１２月２９日から１月３日 

さいたま市等の行政機関の指示により休園となることもあります。 

 

 

５ 利用者負担その他の費用の種類、支払を求める理由及び金額 

種 類 理 由 ・ 金 額 

保 育 料 
保育料はお住まいの各自治体が決定します。 

 

延 長 保 育 料 

３０分 ３００円  １ヶ月３０００円 

６０分 ６００円  １か月６０００円 

 

 

 

６ 小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員 

年 齢 ０ 歳 児 １ 歳 児 ２ 歳 児 ３ 歳 児 ４ 歳 児 ５歳児 合 計 

定 員 ３人 ６人 ９人 １４人 １４人 １４人 ６０人 



 

７ 施設の利用の開始及び終了に関する事項・利用に当たっての留意事項 

事 項 内   容 

連絡帳について アプリを使用し、出欠席の報告、連絡事項、体調管理等、

ご家庭と保育所と情報共有します。 

９時までに出欠席・遅刻早退の連絡をお願いします。  

（食事の準備に支障があります。） 

 

遅刻早退について 遅刻・早退については、９時までもしくは前日のうちに電

話か連絡帳にてお知らせください。 

 

投薬について ・基本投薬は、ご家庭で行ってください。 

医師の指導により投薬を行う場合は、「与薬願」とその日の

分の薬を添えて提出してください。 

・貼り薬は、「貼り薬報告書」にその部位を記入し提出して

ください。 

 

嘱託医について みそのこどもクリニック 江口広宜医師 

れおファミリー歯科   齋藤淳一医師 

 

アレルギー調査票 入所時及び在園中、アレルギー調査票を行い、症状や食物

投与上の注意を要する場合は、生活調査票にて家庭と医師

の指導の下に共に対応を密にしていきます。 

 

体調不良について 下記の場合は登園を控え自宅で様子を看てください。 

・朝の受入れ時３７．５以上の熱がある時。 

・咳込みがなく、２４時間以内に２回以上の嘔吐があった時。 

・水様便が１回でも出ている下痢症状の時。 

・食欲がなく、顔色が悪く元気のない時。 

・集団生活が難しいと思われる時。 

また、上記の症状が保育中に現れた時には早めのお迎えをお

願いします。 

 

変更事項について 住所・連絡先等の変更がありましたら、所定の「変更届」

にてお知らせください。 

 

 



８ 緊急時等における対応方法 

（１）保育実施中に、容態の変化等があった場合は、あらかじめ保護者が指定した緊急

連絡先へ連絡をし、嘱託医又は主治医へ連絡をとるなど必要な措置を講じます。 

 

（２）保護者と連絡が取れない場合には、乳幼児の身体の安全を最優先させ、当保育所

が責任を持って、しかるべき対処を行いますので、あらかじめ御了承ください。 

 

９ 非常災害対策 

消 防 計 画 

 

緑消防署  令和７年５月３０日届出 

防火管理者  氏名 筒野 春子 

避 難 訓 練 火災及び地震を想定した避難訓練（月１回）を実施します。 

防 災 設 備 

自動火災報知機・ガス漏れ報知機・非常警報装置・非常用

電源・誘導灯・スプリンクラー・その他、カーテン、敷物、

建具等の防炎処理 

避 難 場 所 
第１避難場所・・・美園台公園 

第２避難場所・・・さいたま市立美園中学校 

そ の 他 

・不審者侵入については（年２回）訓練を実施します。 

・災害時の緊急連絡１１７の使用訓練を（年２回）実施し

ます。 

 

 

１０ 虐待の防止のための措置に関する事項 

（１）設置者及び職員は当該児童の心身に有害な影響を与える行為は一切行いません。 

（２）児童虐待の防止等に関する法律第５条、第 6 条に基づき児童虐待の早期発見に努め、

児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は、速やかに関係機関に通告します。 

（３）児童虐待の防止、早期発見のための知識と技術を習得する研修に職員派遣、受講させ

ます。 

 

１１ その他保育施設の運営に関する重要事項 

事  項 内  容 

年間行事計画 

 

年度替わりに年間予定行事予定を配布いたします。 

 

食事の提供 

自家給食 昼食・おやつ 

月末に次月の献立をお知らせします。 

 

健康診断 
内科年２回  

歯科年２回 



職員への研修の実施

状況 

 

さいたま市が実施する保育士研修、専門研修に参加 

埼玉県及び園内研修を実施、参加 

社会福祉協議会が実施するキャリアアップ研修に参加 

その他；保育に必要と思われる研修に参加 

 

損害賠償保険への 

加入 

 

日本スポーツ振興センター 

東京海上日動火災保険（施設賠償責任保険学校契約団体傷

害保険） 

保育内容に関する 

相談・苦情窓口 

 

当園；窓口設置場所・・認可保育園みその春風 

   窓口設置時間・・７：００～１８：００ 

   相談解決責任者・・筒野春子（園長） 

   受付担当者氏名・・木村良恵（主任） 

   受付方法   ・・担任・事務窓口にて 

電話：０４８－７９９－２２０７ 

          メール：haru.sk4t.jim@gmail.com 

第三者委員； 岡田 弘   関根 努   

 

個人情報の取扱 

 

当法人にて基本方針を制定。職員間で個人情報の取り扱い

について研修を行い遵守することを徹底する。 

当法人職員、当園の職員は職務上知り得た利用乳幼児及び

その家族の情報を他者に漏らしてはならないものとする。 

 

職員の危機管理の 

共有 

下記のマニュアルを制定し、全職員が危機管理意識をもてるよ

うにする。 

 園外保育（散歩マニュアル） 

 虐待対応マニュアル 

 感染症マニュアル 

 防犯マニュアル（不審者対応）  

 消防計画 

 アレルギー対応マニュアル 

 事故防止・事故発生時のマニュアル 

安全管理・安全計画のマニュアル 

衛生管理マニュアル 

 危機管理マニュアル 
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